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未熟児養育医療に係る「養育医療券」の誤送付について 
 京都市が実施する未熟児養育医療事業において、個人情報を含む文書を誤送付する 
事案（１件）が発生しました。 
 対象の方に多大な御迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。 

 
１ 事案概要 

令和８年４月６日（月）に発送した未熟児養育医療に係る「養育医療券（計１８件）」
のうち、本来の受療者（子どもＡ）の「養育医療券」を、誤って別の受取人（Ｂ氏）の   
封筒に同封し送付しました。 

  ４月７日（火）、Ｂ氏から「別人の医療券が同封されている」旨の連絡を受け、事案が
判明したものです。 

 
２ 漏洩した個人情報 
  「養育医療券」に記載の個人情報 
   子どもＡの氏名、申請者の氏名、住所、受給者番号、医療機関名等 
 
３ 対応について 
 ⑴ Ｂ氏 
   Ｂ氏を訪問し、謝罪のうえ、子どもＡの文書を回収しております。 
 ⑵ 子どもＡの保護者 
   子どもＡの保護者に連絡し、経過を説明するとともに謝罪をしております。 
  ※ 同時に発送した他の対象の方（１６件）に個別に連絡し、同様の誤送付が発生して

いないことを確認しております。 
 
４ 再発防止について 
  本件は、複数名による宛名と封入物の突合点検が機能していなかったことが原因です。 
  今後は、複数名による突合点検を再徹底するとともに、チェックリストの改訂や作業 

手順の抜本的な見直しを行い、再発防止を徹底してまいります。 
 
 

＜お問合せ先＞ 
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